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○大和高田市障害者に係る成年後見制度利用支援事業実施要綱 

令和３年３月31日告示第43号 

改正 

令和４年３月31日告示第58号 

大和高田市障害者に係る成年後見制度利用支援事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この告示は、知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第28条及び精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第51条の11の２の規定に基づき実施する知的障害者

及び精神障害者に係る成年後見制度の利用に対する支援について必要な事項を定め、もって障害

者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（支援の内容） 

第２条 支援の内容は、次に掲げる事項とする。 

(１) 知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の２の

規定に基づく後見開始、保佐開始又は補助開始の審判請求（以下「市長による審判請求」とい

う。） 

(２) 前号の審判請求に要する費用の助成（以下「審判請求費用の助成」という。） 

(３) 第１号の市長による審判請求により開始した成年後見、保佐又は補助において、成年後見

人、保佐人又は補助人（以下「成年後見人等」という。）の報酬（以下「後見人等報酬」とい

う。）の支払に要する費用に対する助成（以下「後見人等報酬の助成」という。） 

（審判請求の対象者） 

第３条 市長による審判請求の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(１) 本市に住所を有する者 

(２) 65歳未満の者 

(３) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

４条の知的障害者又は精神障害者 

(４) 成年後見等開始の審判を必要とする状態にあり、成年後見人等なしでは生命、身体又は財

産に対する重大な侵害を回避できないと認められる者 

２ 市長は、前項第４号に該当するかどうか判断するに当たって次に掲げる事項を総合的に考慮す

るものとする。 

(１) 審判請求に係る審判の対象者（以下この条において「本人」という。）の事理を弁識する
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能力の程度 

(２) 本人の４親等内の親族（以下「親族等」という。）の有無、親族等による本人保護の可能

性及び親族等が審判請求を行う意思の有無 

(３) 行政等が行う保健、医療及び福祉サービスの活用による本人に対する支援策等の効果 

(４) その他市長が確認を必要とする事項 

３ 第１項の規定による要件の確認又は前項の規定による総合考慮をする時間的余裕がなく、かつ、

本人の福祉の増進を図るために市長による審判請求をすべきことが明らかに認められるときは、

前２項の規定にかかわらず、市長は、市長による審判請求をすることができる。 

（審判請求費用の助成） 

第４条 市は、市長による審判請求について、審判請求に要する費用を負担するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、対象者の資産の状況等を勘案し、市長による審判請求に要

した費用の全部又は一部を対象者に負担させることが相当と判断したときは、家事事件手続法（平

成23年法律第52号）の定めるところにより、当該費用の返還を求めることができる。 

（後見人等報酬の助成） 

第５条 市長は、市長による審判請求により開始した成年後見、保佐又は補助に係る成年被後見人、

被保佐人又は被補助人（以下この条において「本人」という。）について、民法（明治29年法律

第89号）第862条、第876条の５第２項又は第876条の10第１項の規定による報酬付与の審判（以下

「報酬付与の審判」という。）が行われた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、

本人に対して後見人等報酬の助成を行うものとする。ただし、成年後見人等が本人の配偶者、直

系親族又は兄弟姉妹であるときは、この限りでない。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項に規定する被保護者 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条に規定する支援給付を受けている者 

(３) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者 

ア 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が市町村民税非課税であること。 

イ 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が有する現金、預貯金、有価証券等の合計額（以

下「資産合計額」という。）が、後見人等報酬の支払に要する費用に30万円を加えた額を下

回ること。 

ウ 本人が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。 

２ 後見人等報酬の助成の対象となる期間は、報酬付与の審判により報酬付与がなされる期間（以
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下「報酬付与対象期間」という。）の末日から起算して１年前までの間とする。ただし、市長が

特に必要と認める場合は、この限りでない。 

３ 後見人等報酬の助成の額は、報酬付与の審判により決定した報酬額に相当する額とする。ただ

し、第１項第３号に掲げる者に対する後見人等報酬の助成の額は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じた当該各号に掲げる額とする。 

(１) 資産合計額が30万円未満の場合 報酬付与の審判により決定した報酬額に相当する額 

(２) 資産合計額が30万円以上の場合 報酬付与の審判により決定した報酬額に相当する額に30

万円を加えた額から資産合計額を減じて得た額 

４ 前項の規定にかかわらず、後見人等報酬の助成の額は、20,000円に報酬付与対象期間の月数を

乗じて得た額を限度とする。 

（助成の申請） 

第６条 後見人等報酬の助成の申請をしようとする者は、大和高田市障害者に係る成年後見制度利

用支援事業助成金支給申請書（様式第１号）に、必要書類を添えて市長に申請しなければならな

い。 

２ 前項の規定による申請は、報酬付与の審判の確定日から起算して３月以内に行わなければなら

ない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

３ 市長は、後見人等報酬の助成の対象者が第１項の申請をしていたかどうかにかかわらず、当該

対象者が後見人等報酬の助成の決定前に死亡していた場合において、当該対象者が生存していた

ならば前条第１項各号のいずれかに該当したであろうと認めるときは、当該対象者の相続財産か

ら成年後見人等が後見人等報酬の支払を受けることができないときに限り、当該成年後見人等に

対して後見人等報酬の助成をすることができる。 

４ 前項の後見人等報酬の助成について、申請その他の手続は後見人等報酬の助成の例により成年

後見人等が行うものとする。 

（助成の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、助成の可否を決定し、

大和高田市障害者に係る成年後見制度利用支援事業助成金支給（不支給）決定通知（様式第２号）

により通知するものとする。 

（対象者の範囲の特例） 

第８条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第３項に規定する特

定施設その他これに準ずるものとして市長が別に定める施設（以下「対象施設」という。）に入
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所している障害者であって、対象施設への入所前に本市に居住していたものは、第３条第１項第

１号及び第５条第１項の規定による本市に住所を有する者とみなす。 

２ 第３条第１項及び第５条第１項の規定にかかわらず、市内の対象施設に入所している者であっ

て、当該対象施設への入所前に市外に居住していたものは、市長による審判請求、審判請求費用

の助成及び後見人等報酬の助成の対象者としないものとする。 

（費用等の返還） 

第９条 市長は、詐欺その他不正の手段により審判請求費用の助成又は後見人等報酬の助成を受け

た者があるときは、その者に対し、その全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（譲渡及び担保の禁止） 

第10条 後見人等報酬の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（補則） 

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行し、この告示の施行の日以後になされた市長による審

判請求及び審判請求費用の助成並びに同日以後に申請がなされた後見人等報酬の助成について適

用する。 

２ 第５条第４項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後に助成の申請がなされた後見人等

報酬について、報酬付与対象期間に令和３年４月１日が含まれるときは、同項中「月額20,000円」

とあるのは「月額30,000円」とする。 

附 則（令和４年３月31日告示第58号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第６条関係） 
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様式第２号（第７条関係） 

 


